
�愛媛県告示第１０９９号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項

の規定により、愛媛県南町駐車場賃貸料の収納事務を平成１７

年４月１日株式会社エー・エム・エスに委託した。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１１００号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号。以下「法」という。）第２８条第１項の規定により指

定しようとする鳥獣保護区は、次のとおりである。

なお、法第２８条第４項に規定する事項は、愛媛県県民環境

部環境局自然保護課及び今治地方局産業経済部森林林業課に

おいて告示の日から起算して１４日を経過する日までの間公衆

の縦覧に供する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定しようとする鳥獣保護区

� 名称

宝股山鳥獣保護区

� 区域

今治市伯方町叶浦の市道富計の池線と市道寺山線との

交点を起点とし、ここから同市道を北東に進み、市道北

浦叶浦線との交点を経て、更に市道寺山線を北東に進み

、これに続く市道西側線をほぼ北西に進み、大日霊女教
りょう

本部に至る。ここから稜線をほぼ北東に進み、大日霊女
りょう

教奥之院を経て、更に同稜線を北東ないし北西に進み、

深山川に通じる谷に至り、ここから同谷及びこれに続く

同川右岸を下流に進み、市道大池ドンデ線との交点に至

る。ここから同市道をほぼ南に進み、ドンデ池えん堤西

端に至り、ここから同えん堤及びその延長線を南東に進

み、林道ドンデ線に出て、宝股山山頂（３０４．０メートル
りょう

）に至る稜線を南に進み、市道宝股山線に至る。ここか

ら同市道をほぼ南東に進み、市道国道北浦越線との交点

に至り、ここから同市道を南に進み、市道国道堀田奥線

との交点に至り、ここから同市道をほぼ西に進み、市道

叶浦越線との交点に至り、ここから同市道を西に進み、

市道富計の池線との交点に至り、ここから同市道をほぼ

西に進み、起点に至る線に囲まれた区域

� 存続期間

平成１７年１１月１日から平成２７年１０月３１日まで

� 保護に関する指針の案

当該地域は、広葉樹と針葉樹が混在する林相の変化に

富む地域であり、多様な鳥獣が生息していることから、

鳥獣保護区に指定し、当地域に生息する鳥獣の保護を図

る。また、定期的に巡視を実施し、静穏な環境の保持を

図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことの

ないよう留意するとともに、自然とのふれあいの場、環

境教育の場として活用を図る。

２ 意見書の提出等

� 意見書の提出

指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、告示

の日から起算して１４日を経過する日までの間に、知事に

当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案についての意見

書を提出することができる。

� 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

愛媛県今治地方局産業経済部森林林業課
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�愛媛県告示第１１０１号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号。以下「法」という。）第２９条第１項の規定により指

定しようとする特別保護地区は、次のとおりである。

なお、法第２９条第４項において準用する法第２８条第４項に

規定する事項は、愛媛県県民環境部環境局自然保護課及び今

治地方局産業経済部森林林業課において告示の日から起算し
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て１４日を経過する日までの間公衆の縦覧に供する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定しようとする特別保護地区

� 名称

玉川ダム鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

今治市玉川町竜岡下の愛媛県玉川ダム管理事務所を起

点とし、ここから玉川ダムえん堤を南東に進み、市道中

通大下１号線に出て、同市道をほぼ南に進み、市道中通

大下線との交点に至る。ここから同市道をほぼ西に進み

、赤末橋を経て、国道３１７号に出る。ここから同国道を

北東に進み、天神橋を経て、更に同国道をほぼ北東ない

し南東に進み、起点に至る線に囲まれた区域のうち、玉

川ダム貯水池の常時満水位の貯水線に囲まれた区域

� 存続期間

平成１７年１１月１日から平成２７年１０月３１日まで

� 保護に関する指針の案

玉川ダム鳥獣保護区のうち、集団で渡来する水鳥等が

利用する水面を特別保護地区に指定し、当地域に生息す

る鳥類の生息環境を保全する。また、定期的に巡視を実

施し、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に

著しい影響を及ぼすことのないよう留意するとともに、

自然とのふれあいの場、環境教育の場として活用を図る

。

２ 意見書の提出等

� 意見書の提出

指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、告示

の日から起算して１４日を経過する日までの間に、知事に

当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案についての意見

書を提出することができる。

� 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

愛媛県今治地方局産業経済部森林林業課
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�愛媛県告示第１１０２号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号。以下「法」という。）第２９条第１項の規定により指

定しようとする特別保護地区は、次のとおりである。

なお、法第２９条第４項において準用する法第２８条第４項に

規定する事項は、愛媛県県民環境部環境局自然保護課及び八

幡浜地方局産業経済部森林林業課大洲森林林業振興班におい

て告示の日から起算して１４日を経過する日までの間公衆の縦

覧に供する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定しようとする特別保護地区

� 名称

亀谷鳥獣保護区特別保護地区

� 区域

喜多郡内子町と上浮穴郡久万高原町との境界にある日
りょう

浦嶺三角点（９００．９メートル）を起点とし、ここから稜

線をほぼ北東ないし南東に進み、馬之地山を経て、更に

りょう

同稜線を東に進み、今生坂峠で通称小田街道に出て、同

街道を南に２８０メートル進む。ここから作業道日浦峰鼻
りょう

高線の終点に向かって進み、同三角点に至る稜線との交
りょう

点に至り、ここから同稜線を北に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

� 存続期間

平成１７年１１月１日から平成２７年１０月３１日まで

� 保護に関する指針の案

亀谷鳥獣保護区のうち、上浮穴郡久万高原町と喜多郡

内子町との境界周辺の特に良好な鳥獣の生息環境となっ

ている地域について、特別保護地区に指定し、当地域に

生息する鳥獣の生息環境を保全する。また、定期的な巡

視を実施し、静穏な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な

生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

２ 意見書の提出等

� 意見書の提出

指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、告示

の日から起算して１４日を経過する日までの間に、知事に

当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案についての意見

書を提出することができる。

� 意見書の提出先

愛媛県県民環境部環境局自然保護課

愛媛県八幡浜地方局産業経済部森林林業課大洲森林林

業振興班
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�愛媛県告示第１１０３号
身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）第

１３条の６第２号の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の

業務を廃止した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１０４号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

２ 認証年月日

平成１７年５月２４日

名 称 廃止年月日

医療法人社団清水泌尿器科外科 平成１７年３月５日

そうごう薬局伊予三島店 平成１７年４月３０日

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央
市

土居町小富
士（５）

平成１４年度から
平成１６年度まで

四国中央市の
地籍図及び地籍簿

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号

５７８



�愛媛県告示第１１０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した

旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任
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�愛媛県告示第１１０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、中島土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の

届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任
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�愛媛県告示第１１０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市西長戸町土地改良区から次のとおり役員が就

任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任
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�愛媛県告示第１１０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市居相土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高須賀 敦 當 東温市南方１３１９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 徳 山 年 春 松山市長師１００９番地

〃 岡 島 重 吉 松山市中島大浦８６１番地

〃 古 野 敏 正 松山市中島大浦８４８番地

〃 大 濱 信 男 松山市中島大浦５３０番地

〃 雲 出 豊 松山市中島大浦１５３８番地

〃 松 村 博 信 松山市中島大浦１５９１番地

〃 南 和 樹 松山市小浜４８９番地

〃 田 原 英 記 松山市小浜８９５番地

〃 高 橋 紀 松山市小浜２８番地

〃 土 居 尊 富 松山市小浜１４１１番地

〃 新 藤 修 二 松山市宮野５６５番地

〃 池 下 克 明 松山市宮野４０３番地

〃 石 原 市 郎 松山市神浦５８３番地

〃 太 田 正 志 松山市神浦７８５番地

〃 吉 岡 勝 利 松山市神浦１６３６番地

〃 越 智 誠之助 松山市吉木甲４０８番地

〃 三 島 英 一 松山市饒甲５１２番地

〃 濱 田 克 輔 松山市中島粟井甲１１６４番地

〃 脇 坂 建 松山市宇和間１３１０番地

〃 石 丸 良 孝 松山市吉木甲８０５番地

〃 岡 田 泰 人 松山市畑里１３０５番地

〃 土 井 克 幸 松山市熊田甲４２５番地

〃 中 村 一 良 松山市元怒和甲１０９６番地

〃 八 木 住 夫 松山市津和地４３５番地

〃 山 本 喜 夫 松山市津和地７２２番地２

〃 沖 本 順 史 松山市二神甲３４５番地

〃 武 田 英 浩 松山市上怒和甲４８１番地

〃 片 山 貞 彦 松山市睦月２４７番地

〃 森 本 哲 一 松山市睦月３４０番地

〃 田 中 治 松山市睦月３４６番地

〃 楠 光 美 松山市睦月２６４番地

〃 杉 田 治 郎 松山市睦月１１７５番地

〃 森 本 忠 良 松山市睦月１３２３番地

〃 堀 元 俊 則 松山市睦月１３１８番地２

監 事 高 橋 定 行 松山市小浜１３３４番地

〃 岡 田 幸 雄 松山市神浦１６１３番地

〃 木 村 茂 喜 松山市中島粟井甲４４４番地

〃 喜 田 治三郎 松山市饒甲４６０番地

〃 前 田 長 孝 松山市二神甲４２０番地

〃 堀 内 典 明 松山市元怒和甲９４６番地

〃 高 橋 巖 松山市津和地７４８番地

〃 古 田 永 祥 松山市睦月２６１番地

〃 田 村 俊 一 松山市睦月２３９番地

〃 高 野 洋 介 松山市睦月１３９２番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 直 俊 松山市西長戸町８１７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 井 良 昭 松山市居相二丁目１－１

〃 今 村 俊 治 松山市居相五丁目７－１

〃 玉乃井 実 松山市居相一丁目３－８

〃 玉 井 幸 子 松山市居相五丁目８－１０

〃 玉 井 正 夫 松山市居相四丁目２０－１

〃 堀 川 博 松山市居相四丁目１９－３０

〃 今 村 省 三 松山市居相三丁目８－１

監 事 福 田 利 文 松山市居相五丁目９－１５

〃 堀 川 満 幸 松山市居相五丁目５－１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 井 良 昭 松山市居相町２８１

〃 洲之内 貞 治 松山市居相町１４１－１

〃 今 村 旭 松山市居相町１５７

〃 堀 川 満 幸 松山市居相町１６６－２

〃 永 木 力 松山市居相町１１４

〃 玉 井 章 松山市居相町１５５

〃 今 村 省 三 松山市居相町４３４－１

監 事 洲之内 慶 忍 松山市居相町１３０－１

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号

５７９



�������
�愛媛県告示第１１０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市和泉土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市馬木町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１１１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市久保田土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市斎院樋川土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

〃 川 添 光 雄 松山市居相町３７６－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 飯 泉 孝 照 松山市和泉北三丁目１３－３２

〃 仙 波 旭 松山市和泉北四丁目５－７

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北三丁目３－１３

〃 大 野 幸 良 松山市和泉北三丁目６－１２

〃 堀 内 健 志 松山市和泉北三丁目５－１０

〃 堀 内 重 機 松山市和泉南五丁目９－３８

〃 上 田 巖 松山市和泉北三丁目１０－９

監 事 堀 内 悦 夫 松山市和泉北三丁目２０－２５

〃 飯 泉 善 明 松山市和泉北三丁目１３－３２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 飯 泉 孝 照 松山市和泉北三丁目１３－３２

〃 仙 波 旭 松山市和泉５９４－１

〃 大 野 陽 一 松山市和泉北三丁目３－１３

〃 堀 内 悦 夫 松山市和泉北三丁目２０－２５

〃 大 野 幸 良 松山市和泉北三丁目６－１２

〃 堀 内 健 志 松山市和泉北三丁目５－１０

〃 飯 泉 善 明 松山市和泉北三丁目１３－３２

〃 堀 内 重 機 松山市和泉北三丁目１４－１９

監 事 堀 内 通 正 松山市和泉北三丁目２０－３

〃 上 田 巖 松山市和泉北三丁目１０－９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 間 清 友 松山市馬木町３０７－２

〃 矢 野 重 喜 松山市馬木町１３３

〃 矢 野 忠 昭 松山市馬木町１００

〃 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６－１

〃 大 内 博 久 松山市馬木町１９８－１

監 事 須 賀 浩一郎 松山市馬木町１１０

〃 須 賀 素 臣 松山市馬木町９３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 間 清 友 松山市馬木町３０７－２

〃 矢 野 重 喜 松山市馬木町１３３

〃 矢 野 忠 昭 松山市馬木町１００

〃 須 賀 達 志 松山市馬木町１０６－１

〃 大 内 博 久 松山市馬木町１９８－１

監 事 須 賀 浩一郎 松山市馬木町１１０

〃 須 賀 素 臣 松山市馬木町９３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 崎 淳 一 松山市久保田町９８

〃 池 内 文 典 松山市久保田町３２１－３

〃 池 内 光 芳 松山市久保田町３２３－３

〃 秀 野 隆 昭 松山市久保田町３６９

〃 沼 野 員 典 松山市久保田町３６５

〃 小 川 邦 弘 松山市久保田町１１１－１

監 事 高 木 秋 利 松山市久保田町３３５

〃 池 内 広 志 松山市久保田町３４０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 崎 淳 一 松山市久保田町９８

〃 池 内 広 志 松山市久保田町３４０

〃 池 内 文 典 松山市久保田町３２１－３

〃 池 内 光 芳 松山市久保田町３２３－３

〃 秀 野 隆 昭 松山市久保田町３６９

〃 沼 野 員 典 松山市久保田町３６５

監 事 高 木 秋 利 松山市久保田町３３５

〃 嶋 屋 丈 夫 松山市久保田町３４１－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 宮 崎 信太朗 松山市北斎院町１６０－２

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号

５８０



退 任

�������
�愛媛県告示第１１１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市三町土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１１４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市太山寺土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

〃 清 水 孝 爾 松山市高岡町６７０

〃 松 友 和 廣 松山市生石町４０４

〃 関 谷 文 夫 松山市南斎院１２９０

〃 木 村 稔 松山市空港通二丁目１８－３

〃 一 色 通 松山市南斎院町１２７８

〃 関 谷 省 三 松山市南吉田町９０８

〃 川 崎 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 森 山 邦 雄 松山市別府町４５８－９

〃 烏 谷 一 雄 松山市北斎院町７０８－４

〃 横 田 昭 治 松山市清住一丁目３－８

〃 相 原 嘉寿雄 松山市竹原二丁目１１－１３

監 事 西 村 精 司 松山市山西町１５

〃 一 色 英 徳 松山市南江戸二丁目１０－２０

〃 安 永 孝 夫 松山市別府町８５４－１

〃 重 松 弘 明 松山市高岡町５７５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 田 敬 三 松山市山西町６８５

〃 一 色 精 樹 松山市南江戸二丁目１１－３

〃 清 水 孝 爾 松山市高岡町６７０

〃 重 松 弘 明 松山市高岡町５７５

〃 木 村 稔 松山市空港通二丁目１８－３

〃 関 谷 数 見 松山市南斎院町１３０９－１

〃 宮 崎 信太朗 松山市北斎院町１６０－２

〃 川 崎 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 藤 板 武 士 松山市南斎院町７９８

〃 烏 谷 一 雄 松山市北斎院町７０８－４

〃 烏 谷 健 松山市別府町３８７－１

〃 相 原 義 孝 松山市竹原町一丁目１０－１９

監 事 西 村 精 司 松山市山西町１５

〃 関 谷 省 三 松山市南吉田町９０８

〃 森 山 邦 雄 松山市別府町４５８－９

〃 松 友 和 弘 松山市生石町４０４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 恒 隆 松山市三町三丁目１５－２３

〃 三 好 博 臣 松山市三町三丁目１３－２８

〃 大 西 敏 明 松山市三町三丁目６－１５

〃 竹 村 寿 雄 松山市三町二丁目４－７

〃 日 野 哲 雄 松山市三町二丁目４－１０

〃 石 丸 巽 松山市三町三丁目１６－２４

〃 首 藤 洋 松山市三町二丁目５－３

監 事 中 田 弌 弘 松山市三町二丁目３－２

〃 村 上 好 正 松山市三町三丁目５－２８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 恒 隆 松山市三町三丁目１５－２３

〃 三 好 博 臣 松山市三町三丁目１３－２８

〃 大 西 敏 明 松山市三町三丁目６－１５

〃 竹 村 寿 雄 松山市三町二丁目４－７

〃 日 野 哲 雄 松山市三町二丁目４－１０

〃 石 丸 巽 松山市三町三丁目１６－２４

〃 竹 村 主 計 松山市三町三丁目１４－１５

監 事 中 田 弌 弘 松山市三町二丁目３－２

〃 首 藤 洋 松山市三町二丁目５－３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 小 池 了 松山市太山寺町１８７４

〃 渡 部 勝 廣 松山市太山寺町１７４０

〃 岡 本 � 朗 松山市勝岡町２５４６

〃 岡 本 大 三 松山市勝岡町２５７２

〃 三 好 義 明 松山市太山寺町２１６８

〃 村 上 伸 二 松山市太山寺町２３０３－１

〃 上 森 光 明 松山市太山寺町７２１－１

〃 門 間 正 松山市太山寺町５７０－２

〃 山 口 勝 博 松山市太山寺町２３３９－２

〃 鵜 � 司 明 松山市太山寺町１５００

〃 門 間 善 篤 松山市太山寺町５６９－２

〃 渡 部 晴 雄 松山市太山寺町１３１７

監 事 鵜久森 紀 元 松山市太山寺町１８１６

〃 山 口 忠 弘 松山市太山寺町１３４５－２

〃 岡 本 泰 茂 松山市勝岡町２５９３－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 本 � 朗 松山市勝岡町２５４６

〃 小 池 了 松山市太山寺町１８７４

〃 渡 部 勝 廣 松山市太山寺町１７４０

〃 岡 本 大 三 松山市勝岡町２５７２

〃 岡 本 泰 茂 松山市勝岡町２５９３－４

〃 村 上 伸 二 松山市太山寺町２３０３－１

〃 三 好 義 明 松山市太山寺町２１６８

〃 山 田 宣 之 松山市太山寺町１３７７

〃 小 池 建 夫 松山市太山寺町１４７８

〃 須之内 芳 朗 松山市太山寺町１３７２

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号

５８１



�������
�愛媛県告示第１１１５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市谷町土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市富久土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１１７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市東長戸土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

〃 門 間 茂 夫 松山市太山寺町５６４

〃 門 間 隆 幸 松山市太山寺町５８５

監 事 上 森 光 明 松山市太山寺町７２１－１

〃 鵜久森 紀 元 松山市太山寺町１８１６

〃 鵜 � 幸 輝 松山市太山寺町１４８１－４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 岡 勲 松山市谷町１３２

〃 樋 口 正 俊 松山市谷町３７９

〃 宮 崎 賢 二 松山市谷町甲１３３－１

〃 山 口 宏 松山市谷町１４

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８－２

〃 谷 岡 武 雄 松山市谷町４５１－１

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６－１

〃 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６－３

監 事 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０

〃 宮 崎 澄 雄 松山市谷町４７４－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 谷 岡 勲 松山市谷町１３２－２

〃 樋 口 正 俊 松山市谷町３７９

〃 宮 崎 賢 二 松山市谷町甲１３３－１

〃 寺 井 雅 信 松山市谷町３３０

〃 門 屋 吉 夫 松山市谷町３８－２

〃 門 屋 康 男 松山市谷町４－２

〃 門 屋 浩 美 松山市谷町甲３６－１

〃 門 屋 一 臣 松山市谷町３０６

〃 寺 井 昭 男 松山市谷町甲２６－３

監 事 谷 岡 武 雄 松山市谷町４５１－１

〃 宮 崎 澄 雄 松山市谷町４７４－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戒 能 謙 介 松山市富久町４５５

〃 玉乃井 洋 松山市富久町２２４

〃 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５

〃 友 澤 昇 松山市富久町２１３

〃 竹 内 正 彦 松山市富久町３２０

〃 竹 内 修 松山市富久町３０３

監 事 玉 井 紀 夫 松山市富久町４６７

〃 友 澤 義 定 松山市富久町３２８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 戒 能 謙 介 松山市富久町４５５

〃 玉乃井 洋 松山市富久町２２４

〃 玉乃井 洋 一 松山市富久町３１５

〃 友 澤 昇 松山市富久町２１３

〃 竹 内 正 彦 松山市富久町３２０

〃 竹 内 修 松山市富久町３０３

監 事 竹 内 敏 治 松山市富久町３２０

〃 友 澤 義 定 松山市富久町３２８

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仲 田 理 男 松山市東長戸三丁目３－８

〃 門 屋 章 範 松山市東長戸三丁目１０－３２

〃 松 本 伸 二 松山市東長戸三丁目８－１５

〃 門 屋 正 寛 松山市東長戸三丁目１－５

〃 安 田 傑 松山市安城寺町１－１１

〃 門 屋 郷 士 松山市東長戸三丁目１－４１

〃 安 田 稔 松山市東長戸二丁目１０－２４

監 事 浅 岡 環 松山市東長戸一丁目２－１７

〃 安 田 文 雄 松山市東長戸三丁目８－１５

〃 安 田 淪 松山市東長戸三丁目３－７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 仲 田 理 男 松山市東長戸三丁目３－８

〃 門 屋 章 範 松山市東長戸三丁目１０－３２

〃 松 本 伸 二 松山市東長戸三丁目８－１５

〃 門 屋 正 寛 松山市東長戸三丁目１－５

〃 安 田 豊 松山市東長戸三丁目４－２７

〃 仲 田 靖 松山市東長戸三丁目７－４３

〃 安 田 稔 松山市東長戸二丁目１０－２４

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号

５８２



�������
�愛媛県告示第１１１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市水泥町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市南吉田町土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市伊台土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

監 事 浅 岡 環 松山市東長戸一丁目２－１７

〃 安 田 文 雄 松山市東長戸三丁目８－１５

〃 安 田 淪 松山市東長戸三丁目３－７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 重 松 敏 之 松山市水泥町１１４７－１

〃 土 居 順 市 松山市水泥町１１１７－２

〃 宮 内 孝 見 松山市水泥町１１６４

〃 渡 部 英 夫 松山市水泥町１１９７

〃 敷 村 等 松山市水泥町１０５９

〃 重 松 長 壽 松山市水泥町１０８１

〃 中 野 公 秀 松山市水泥町１０３４

〃 柴 田 隆 松山市水泥町８８７

〃 野 村 賢 一 松山市水泥町６７６

〃 片 山 滋 松山市水泥町７１０

監 事 土 居 正 之 松山市水泥町１１８１

〃 永 田 庄 二 松山市水泥町１０２０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 田 光 雄 松山市水泥町１１３５

〃 相 原 成 元 松山市水泥町１１４６－２

〃 宮 内 文 雄 松山市水泥町１１７４

〃 土 居 正 之 松山市水泥町１１８１

〃 敷 村 元 良 松山市水泥町１０８６

〃 小 島 敏 弘 松山市水泥町１０７３

〃 重 松 完 治 松山市水泥町１１０９

〃 渡 部 ヤス子 松山市水泥町１０２５

〃 吉 田 一 眞 松山市水泥町７１０

監 事 重 松 幹 夫 松山市水泥町１０８７

〃 永 田 庄 二 松山市水泥町１０２０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 � 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 関 谷 省 三 松山市南吉田町９０８

〃 藤 内 栄 松山市南吉田町１０５６

〃 堀 岡 公 男 松山市南吉田町２８０１

〃 山 崎 保 松山市南吉田町１１２１

〃 高 橋 寛 松山市南吉田町１７７６

〃 安 高 嘉 宏 松山市南吉田町１３４５

〃 伊豫田 彪 松山市南吉田町１１０５

〃 鵜 篭 洋 松山市南吉田町９１０

〃 堀 岡 忠 勝 松山市南吉田町９１３－１

〃 乗 松 正 道 松山市南吉田町１０４５

〃 高須賀 宏 一 松山市南吉田町５３１－１

〃 木 村 辰 夫 松山市南吉田町１７９６－３

監 事 新 田 時 宣 松山市南吉田町１０９８

〃 花 岡 治 利 松山市南吉田町１８０３

〃 神 野 吾 松山市南吉田町１５１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 川 � 俊 一 松山市南吉田町１５０２

〃 関 谷 省 三 松山市南吉田町９０８

〃 藤 内 栄 松山市南吉田町１０５６

〃 堀 岡 公 男 松山市南吉田町２８０１

〃 山 崎 保 松山市南吉田町１１２１

〃 高 橋 寛 松山市南吉田町１７７６

〃 安 高 喜 宏 松山市南吉田町１３４５

〃 伊豫田 彪 松山市南吉田町１１０５

〃 鵜 篭 洋 松山市南吉田町９１０

〃 堀 岡 忠 勝 松山市南吉田町９２２－２

〃 松 岡 貞 雄 松山市南吉田町５３３－１

〃 関 谷 勝 彦 松山市南吉田町１０４０

〃 木 村 辰 夫 松山市南吉田町１７９６－３

監 事 新 田 時 宣 松山市南吉田町１０９８

〃 花 岡 治 利 松山市南吉田町１８０３

〃 神 野 吾 松山市南吉田町１５１５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 玉 井 義 明 松山市下伊台町１８１５

〃 新 藤 宗 丸 松山市上伊台町８５０－３

〃 西 山 満 廣 松山市下伊台町１４０８

〃 神 野 健 松山市下伊台町１１９６

〃 谷 久 富士男 松山市下伊台町８０９－２

〃 築 山 正 松山市下伊台町４３３－２

〃 萩 野 明 雄 松山市下伊台町３８８

〃 山 本 公 弘 松山市下伊台町１００５

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号

５８３



退 任

�������
�愛媛県告示第１１２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市勝岡土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市畑寺土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市平井町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

〃 松 本 英 治 松山市下伊台町１７７６

〃 中 山 忠 昭 松山市上伊台町７０６

〃 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２－４

〃 木 戸 正 明 松山市上伊台町１６０

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２

監 事 烏 谷 節 雄 松山市下伊台町１３０１－１

〃 山 本 唯 利 松山市上伊台町６４４

〃 松 本 泉 松山市下伊台町１００３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 川 孝 一 松山市下伊台町８０１

〃 玉 井 義 明 松山市下伊台町１８１５

〃 新 藤 宗 丸 松山市上伊台町８５０－３

〃 西 山 満 廣 松山市下伊台町１４０８

〃 池 内 勝 人 松山市下伊台町１５５２

〃 神 野 健 松山市下伊台町１１９６

〃 吉 田 清 美 松山市下伊台町４６２－２

〃 宮 崎 富 一 松山市下伊台町４７４

〃 谷 久 富士男 松山市下伊台町８０９－２

〃 中 山 忠 昭 松山市上伊台町７０６

〃 松 浦 景 一 松山市上伊台町９１２－４

〃 木 戸 正 明 松山市上伊台町１６０

〃 中 野 耕 治 松山市上伊台町１４２

監 事 白 石 信 夫 松山市上伊台町１３３

〃 重 松 一 広 松山市下伊台町１７３３－２

〃 三 好 彰 松山市上伊台町４５７－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 井 上 孝 夫 松山市勝岡町１１０２

〃 大 野 欽 二 松山市勝岡町１２８７

〃 岡 本 邦 久 松山市勝岡町２５１１

〃 大 野 信 良 松山市勝岡町１２８８－４

〃 徳 永 完 二 松山市勝岡町１１１４

〃 藤 井 英 戸 松山市勝岡町２６６６－２

監 事 岡 本 米 雄 松山市勝岡町２５６２

〃 矢 野 孝 人 松山市勝岡町２５７４－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 柳 原 計 介 松山市勝岡町２５７３－１

〃 岡 本 米 雄 松山市勝岡町２５６２

〃 岡 本 邦 久 松山市勝岡町２５１１

〃 岡 本 正 文 松山市勝岡町２５６１

〃 大 野 信 良 松山市勝岡町１２８８－４

〃 植 田 美恵子 松山市勝岡町１０９６－３

監 事 大 野 和 生 松山市勝岡町１２８７－２

〃 矢 野 孝 人 松山市勝岡町２５７４－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 朝 山 春 一 松山市畑寺四丁目４－３

〃 赤 松 博 光 松山市畑寺一丁目１－１

〃 江 戸 貴 幸 松山市畑寺三丁目１５－３２

〃 朝 山 和 孝 松山市畑寺四丁目３－２４

〃 橋 本 稔 松山市畑寺四丁目２－１８

〃 林 賢 二 松山市畑寺二丁目１６－３

〃 江 戸 正 一 松山市畑寺三丁目１５－１３

〃 江 戸 通 敏 松山市畑寺二丁目８－２７

〃 江 戸 幸 男 松山市畑寺三丁目１７－２５

監 事 山 本 章 二 松山市畑寺二丁目１０－３

〃 森 本 恵 克 松山市畑寺一丁目１－６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 朝 山 春 一 松山市畑寺四丁目４－３

〃 赤 松 博 光 松山市畑寺一丁目１－１

〃 江 戸 貴 幸 松山市畑寺三丁目１５－３２

〃 山 本 章 二 松山市畑寺二丁目１０－３

〃 朝 山 和 孝 松山市畑寺四丁目３－２４

〃 高 岡 宏 松山市畑寺二丁目６－１３

〃 橋 本 稔 松山市畑寺四丁目２－１８

〃 林 賢 二 松山市畑寺二丁目３－１２

〃 江 戸 正 一 松山市畑寺三丁目１５－１３

監 事 江 戸 通 敏 松山市畑寺二丁目８－２７

〃 森 川 恵 克 松山市畑寺一丁目１－６

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号

５８４



退 任

�������
�愛媛県告示第１１２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、伊豫郡大谷池土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市梅本地区土地改良区から次のとおり役員が就

任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 重 信 良 吉 松山市平井町２９５

〃 川 本 辰 男 松山市平井町５３５

〃 森 賢 二 松山市平井町６８８

〃 和 田 幸 男 松山市平井町１９４６－２

〃 日 下 寿 松山市平井町２１８０

〃 川 崎 運 徳 松山市平井町１１１３

〃 柴 田 保 教 松山市平井町１１２１

〃 石 橋 清 春 松山市平井町１５９５

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０

〃 豊 田 穣 松山市平井町１６３０

〃 野 中 俊 彦 松山市平井町３０４６

〃 仙 波 雄 二 松山市平井町２９７５

〃 三 上 宗 利 松山市平井町３００７

〃 滝 野 久 夫 松山市平井町１４１１－２

監 事 重 信 正 和 松山市平井町３５４

〃 三 上 洋 三 松山市平井町８３９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 重 信 良 吉 松山市平井町２９５

〃 竹 田 忠 則 松山市平井町５８０－２

〃 川 本 辰 男 松山市平井町５３５

〃 三 上 孝 重 松山市平井町１９８２

〃 日 下 寿 松山市平井町２１８０

〃 川 崎 運 徳 松山市平井町１１１３

〃 柴 田 保 教 松山市平井町１１２１

〃 石 橋 清 春 松山市平井町１５９５

〃 豊 田 哲 夫 松山市平井町２４８０

〃 豊 田 穣 松山市平井町１６３０

〃 野 中 俊 彦 松山市平井町３０４６

〃 竹 本 薫 松山市平井町２６９５－１

〃 三 上 宗 利 松山市平井町３００７

〃 滝 野 久 夫 松山市平井町１４１１－２

監 事 豊 田 佳 昭 松山市平井町１６２３

〃 野 中 威 松山市平井町２８７９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 智 寛 伊予市宮下１８０５番地

〃 渡 邉 芳 春 伊予市上野１７１０番地

〃 小笠原 通 夫 伊予市上三谷２２３５番地

〃 武 智 武 伊予市上三谷１４１５番地の１

〃 � 橋 政 秀 伊予市下三谷１５３３番地

〃 日 野 逡 一 伊予市下三谷１６２３番地

〃 � 橋 恒 範 伊予市上吾川１５５５番地

〃 山 田 了 明 伊予郡松前町南黒田６７６番地１

〃 町 田 矩 彦 伊予郡松前町大字横田１６４番地

監 事 篠 � 恒 一 伊予市上野２１１１番地の１

〃 曽 根 保 一 伊予市上三谷２６４６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 武 智 寛 伊予市宮下１８０５番地

〃 坪 内 登 伊予市上野１１６０番地

〃 小笠原 通 夫 伊予市上三谷２２３５番地

〃 水 口 壽 伊予市上三谷９０２番地

〃 � 橋 政 秀 伊予市下三谷１５３３番地

〃 日 野 逡 一 伊予市下三谷１６２３番地

〃 神 市 勲 臣 伊予市上吾川１６２４番地

〃 金 子 忠 行 伊予郡松前町大字横田１７１番地

〃 山 田 了 明 伊予郡松前町南黒田６７６番地１

監 事 水 口 武 夫 伊予市上三谷１０９０番地１

〃 海 田 貞 行 伊予市宮下１９２３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 貞 哲 美 松山市北梅本町３１２３

〃 宮 内 英 世 松山市北梅本町２６４２

〃 家 久 一 徳 松山市北梅本町２３０４

〃 森 貞 幹 夫 松山市北梅本町２３３５

〃 森 貞 敬 一 松山市北梅本町９３４

〃 重 松 博 松山市北梅本町３４０２

〃 森 貞 和 男 松山市北梅本町４４

〃 宮 内 康 二 松山市北梅本町８１３－２

〃 松 本 範 良 松山市平井町３５０６

〃 宮 内 直 利 松山市南梅本町４７６

〃 家 久 英 雄 松山市南梅本町７５６

〃 渡 部 敏 彦 松山市南梅本町３９４

〃 津 川 満 洋 松山市南梅本町７９３

〃 渡 部 寛 一 松山市南梅本町９２６

〃 桑 原 英 信 松山市南梅本町８６３

〃 久 保 邦 雄 松山市南梅本町１１３３

〃 野 村 忠 政 松山市水泥町６４３

〃 岡 本 冨士広 東温市西岡９５０－３

監 事 宮 内 賢 三 松山市南梅本町６３０－２

〃 伊 藤 博 松山市北梅本町２０３２－２
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�愛媛県告示第１１２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市西石井土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１１２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市和気浜土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１１２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、西予市明浜町土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 貞 哲 美 松山市北梅本町３１２３

〃 宮 内 英 世 松山市北梅本町２６４２

〃 家 久 一 徳 松山市北梅本町２３０４

〃 森 貞 幹 夫 松山市北梅本町２３３５

〃 宮 内 恵 助 松山市北梅本町９２９－２

〃 重 松 博 松山市北梅本町３４０２

〃 森 貞 和 男 松山市北梅本町４４

〃 宮 内 正 臣 松山市北梅本町７５４

〃 松 本 範 良 松山市平井町３５０６

〃 宮 内 直 利 松山市南梅本町４７６

〃 家 久 英 雄 松山市南梅本町７５６

〃 渡 部 敏 彦 松山市南梅本町３９４

〃 宮 内 正 義 松山市南梅本町７８７

〃 渡 部 寛 一 松山市南梅本町９２６

〃 桑 原 英 信 松山市南梅本町８６３

〃 久 保 邦 雄 松山市南梅本町１１３３

〃 野 村 忠 政 松山市水泥町６４３

〃 岡 本 冨士広 温泉郡重信町西岡９５０－３

監 事 家 久 忠 正 松山市北梅本町２０２３

〃 宮 内 賢 三 松山市南梅本町６３０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 一 色 一 郎 松山市西石井六丁目１２－１２

〃 白 石 公 明 松山市西石井五丁目１４－１

〃 松 田 辰 美 松山市西石井五丁目１０－２８

〃 西 岡 国 雄 松山市西石井四丁目８－３

〃 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５－５

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８―２９

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２－１７

〃 白 石 幸 松山市西石井五丁目１４－３１

監 事 八 束 敦 美 松山市西石井一丁目２－２７

〃 白 石 勅 彦 松山市西石井五丁目９－３０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 関 谷 綱 一 松山市西石井六丁目８－３５

〃 白 石 公 明 松山市西石井五丁目１４－１

〃 松 田 辰 美 松山市西石井五丁目１０－２８

〃 西 岡 国 雄 松山市西石井四丁目８－３

〃 永 井 寛 幸 松山市西石井六丁目１５－５

〃 西 岡 洋 司 松山市西石井四丁目８－２９

〃 西 岡 耕 一 松山市西石井二丁目２－１７

〃 白 石 幸 松山市西石井五丁目１４－３１

監 事 八 束 敦 美 松山市西石井一丁目２－２７

〃 白 石 勅 彦 松山市西石井五丁目９－３０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 英 治 松山市和気町一丁目１９７

〃 芳 野 勝 志 松山市和気町二丁目９４９

〃 芳 野 宏 史 松山市和気町一丁目１２０－１

〃 芳 野 速 松山市和気町二丁目１０２６－３

〃 芳 野 徹 松山市和気町一丁目２１９

〃 河 内 正 利 松山市和気町二丁目１０３３

〃 芳 野 龍 男 松山市和気町一丁目２２０

〃 小笠原 壮 一 松山市和気町二丁目１０１４

監 事 岡 本 常 紀 松山市和気町一丁目２－１

〃 芳 野 省 三 松山市和気町一丁目１９９

〃 芳之内 一 磨 松山市和気町二丁目９７０

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳 野 英 治 松山市和気町一丁目１９７

〃 芳 野 勝 志 松山市和気町二丁目９４９

〃 芳之内 高 夫 松山市和気町一丁目１９８

〃 芳 野 宏 史 松山市和気町一丁目１２０－１

〃 芳 野 徹 松山市和気町一丁目２１９

〃 芳 野 速 松山市和気町二丁目１０２６－３

〃 芳之内 重 信 松山市和気町二丁目１００７

〃 河 内 正 利 松山市和気町二丁目１０３３

監 事 岡 本 常 紀 松山市和気町一丁目２－１

〃 芳 野 省 三 松山市和気町一丁目１９９

〃 芳 野 晴 松山市和気町二丁目９４９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 上 甲 榮 洋 西予市明浜町俵津３番耕地３８番地

〃 酒 井 宇之吉 西予市明浜町俵津３番耕地６２番地
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退 任
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�愛媛県告示第１１２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、五十崎町国営開発土地改良区から次のとおり役員が

就任し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任
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�愛媛県告示第１１３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、八幡浜市土地改良区から次のとおり役員が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

〃 佐 藤 盛 義 西予市明浜町俵津２番耕地４８１番地

〃 三 浦 要 作 西予市明浜町俵津２番耕地５５２番地

〃 佐 藤 勇 西予市明浜町俵津４番耕地３４２番地１

〃 清 水 利 明 西予市明浜町渡江１２３番地１

〃 酒 井 茂 西予市明浜町渡江１９０番地

〃 小 玉 岩 康 西予市明浜町狩浜１４５９番地２

〃 上 田 数 富 西予市明浜町狩浜２番耕地２０７５番地

〃 亀 井 秀 男 西予市明浜町狩浜３番耕地１９５番地１

〃 増 田 崇 泰 西予市明浜町高山甲１４８８番地

〃 桐 山 壽 男 西予市明浜町高山甲３５６０番地

〃 松 本 繁 二 西予市明浜町高山甲１３９６番地

〃 松 島 義 幸 西予市明浜町宮野浦甲１４７５番地第４

〃 魚 田 庄次郎 西予市明浜町宮野浦甲１０４６番地

〃 平 野 武 男 西予市明浜町田之浜甲５１６番地

〃 中 山 源 綱 西予市明浜町田之浜甲７８６番地

監 事 坂 本 甚 松 西予市明浜町宮野浦甲３３４番地

〃 斉 藤 達 文 西予市明浜町狩浜３番耕地１４０５番地

〃 宇都宮 誠 西予市明浜町高山甲１４５３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 酒 井 正 直 西予市明浜町俵津１番耕地２８９番地

〃 佐 藤 盛 義 西予市明浜町俵津２番耕地４８１番地

〃 三 浦 要 作 西予市明浜町俵津２番耕地５５２番地

〃 酒 井 宇之吉 西予市明浜町俵津３番耕地６２番地

〃 上 甲 榮 洋 西予市明浜町俵津３番耕地３８番地

〃 佐 藤 勇 西予市明浜町俵津４番耕地３４２番地１

〃 崎 本 芳 和 西予市明浜町渡江２２６番地

〃 佐 藤 正 巳 西予市明浜町狩浜２番耕地４５番地

〃 宇都宮 八 郎 西予市明浜町狩浜２番耕地１６番地

〃 亀 井 秀 男 西予市明浜町狩浜３番耕地１９５番地１

〃 宇都宮 誠 西予市明浜町高山甲１４５３番地

〃 増 田 崇 泰 西予市明浜町高山甲１４８８番地

〃 桐 山 壽 男 西予市明浜町高山甲３５６０番地

〃 松 島 義 幸 西予市明浜町宮野浦甲１４７５番地第４

〃 岩 井 三 郎 西予市明浜町宮野浦甲３３４番地

〃 平 野 武 男 西予市明浜町田之浜甲５１６番地

〃 中 山 源 綱 西予市明浜町田之浜甲７８６番地

監 事 坂 本 甚 松 西予市明浜町宮野浦甲３３４番地

〃 西 村 助 廣 西予市明浜町渡江９１４番地１

〃 有 田 勇 西予市明浜町田之浜甲７８６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 正 照 喜多郡内子町五十崎甲１３４５番地

〃 佐 伯 忠 廣 喜多郡内子町五十崎甲２７５番地

〃 栗 田 謙 一 喜多郡内子町五十崎甲１１５１番地

〃 井 上 多喜雄 喜多郡内子町五十崎乙６２６番地４

〃 山 田 博 文 喜多郡内子町福岡乙１３０番地

〃 脇 坂 寛 喜多郡内子町重松甲２３番地３

〃 宮 岡 満 幸 喜多郡内子町重松甲１６６５番地

〃 大 成 悠 喜多郡内子町重松甲４１２番地

〃 松 田 敏 喜多郡内子町福岡甲８４４番地

〃 福 岡 健 喜多郡内子町重松甲１３９１番地

〃 松 岡 義 久 喜多郡内子町重松甲５９０番地

〃 松 本 英 敏 喜多郡内子町只海甲１６２番地

〃 要 英 雄 喜多郡内子町只海甲１３０８番地

〃 一 宮 義 博 喜多郡内子町只海甲７０７番地

〃 三 瀬 義 満 喜多郡内子町只海甲８１４番地第２

〃 宮 岡 廣 行 喜多郡内子町平岡甲９０８番地

〃 小 西 敬 雄 喜多郡内子町平岡甲１８６４番地

監 事 徳 田 義 行 喜多郡内子町宿間甲６９４番地１

〃 大 松 儀 一 喜多郡内子町只海甲１２９８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 正 照 五十崎町大字古田甲１３４５番地

〃 佐 伯 忠 廣 五十崎町大字古田甲２７５番地

〃 栗 田 庄 一 五十崎町大字古田甲１１５１番地

〃 井 上 多喜雄 五十崎町大字古田乙６２６番地４

〃 山 田 博 文 五十崎町大字福岡乙１３０番地

〃 脇 坂 寛 五十崎町大字重松甲２３番地３

〃 宮 岡 満 幸 五十崎町大字重松甲１６６５番地

〃 大 成 悠 五十崎町大字重松甲４１２番地

〃 松 田 敏 五十崎町大字福岡甲８４４番地

〃 福 岡 健 五十崎町大字重松甲１３９１番地

〃 力 石 忠 五十崎町大字宿間甲２６７番地１

〃 久 保 長 久 五十崎町大字北表甲１５６４番地１

〃 要 英 雄 五十崎町大字只海甲１３０８番地

〃 一 宮 義 博 五十崎町大字只海甲７０７番地

〃 三 瀬 義 満 五十崎町大字只海甲８１４番地第２

〃 宮 岡 廣 行 五十崎町大字平岡甲９０８番地

〃 小 西 敬 雄 五十崎町大字平岡甲１８６４番地

監 事 徳 田 義 行 五十崎町大字宿間甲６９４番地１

〃 大 松 儀 一 五十崎町大字只海甲１２９８番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 橋 本 誠 士 八幡浜市真網代丙２０８番地

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号
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退 任
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�愛媛県告示第１１３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、大久保山土地改良区から次のとおり役員が就任し、

及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、城辺町緑僧都土地改良区から次のとおり役員が就任

し、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、城辺町城辺土地改良区から次のとおり役員が就任し

、及び退任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１１３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市吉藤土地改良区から次のとおり役員が退任し

た旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１１３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用

する同法第１８条第１６項の規定により、南予用水土地改良区連

合から次のとおり役員が就任した旨の届出があった。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�������
�愛媛県告示第１１３６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定

により、次のように保安林の指定をする。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

今治市宮窪町宮窪３５７６の１０、３６３７の１、字ナクサ１７２４

、字大谷２０４８の１、２０４９、２０５３の１、３１５４から３１５７まで

、３１６１、３１６２、３１６４の１、３１６６、３１７３、３１７４の１、３１７９

の１、３１８０から３１８２まで、３１８３の１、３１９７、７７６７、７７６８

、字臼窪３５７０、３５７１の１、３５７６の１、３６２０から３６３０まで

、３６３３から３６３５まで、３６３６の１、字長川３６１７から３６１９ま

で

� 指定の目的

土砂の流出の防備

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 末 光 久 男 八幡浜市真網代丙７１０番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 多 七 雄 南宇和郡愛南町城辺甲５６３－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 英 雄 南宇和郡愛南町中浦１１５１

〃 菊 地 信 武 南宇和郡愛南町増田５３８５

〃 面 田 貴 南宇和郡愛南町城辺甲４１０９－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 多 七 雄 南宇和郡愛南町城辺甲５６３－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 英 雄 南宇和郡愛南町中浦１１５１

〃 菊 地 信 武 南宇和郡愛南町増田５３８５

〃 面 田 貴 南宇和郡愛南町城辺甲４１０９－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 多 七 雄 南宇和郡愛南町城辺甲５６３－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 英 雄 南宇和郡愛南町中浦１１５１

〃 菊 地 信 武 南宇和郡愛南町増田５３８５

〃 面 田 貴 南宇和郡愛南町城辺甲４１０９－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 野 本 さとみ 松山市吉藤五丁目２１－９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 名 長 北宇和郡吉田町大字奥浦甲２７９４番地

愛 媛 県 報平成１７年５月２４日 第１６６１号
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� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西宇和郡伊方町河内１０１９の２、１０２７、１０３３、１０３４、１０

４４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

河内１０１９の２・１０２７（以上２筆について次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

今治市宮窪町宮窪３５７６の１０、３６３７の１、字ナクサ１７２４

、字大谷２０４８の１、２０４９、２０５０、２０５３の１、３１５４から３１

５７まで、３１６１、３１６２、３１６４の１、３１６６、３１７３、３１７４の１

、３１７９の１、３１８０から３１８２まで、３１８３の１、３１９７、７７６７

、７７６８、字臼窪２０５２、３５７０、３５７１の１、３５７６の１、３６２０

から３６３０まで、３６３３から３６３５まで、３６３６の１、字長川３６

１７から３６１９まで

� 指定の目的

公衆の保健

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに今治市役所及び伊方町役場に備

え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１１３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１３９号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）附則第４条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる旧

過疎地域活性化特別措置法（平成２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築工事

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線
今治市高橋字大縄田甲５１８番１９から

同市高橋字大縄田甲５１８番１８まで

旧 ９．４～９．６ ０．０２９

新 ９．６～１０．２ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治丹原線
今治市高橋字大縄田甲５１８番１９から

同市高橋字大縄田甲５１８番１８まで
平成１７年５月２４日
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公営企業告示

正 誤
�������

�愛媛県公営企業告示第６号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規

定により、病院の業務に係る公金の収納の事務を次のとおり

委託した。

平成１７年５月２４日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県立新居浜病院の料金の収納の事務（日直業務の範

囲内のものに限る。）

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社アイ・エム・ビイ・センター

大阪市北区堂島二丁目２番２号

３ 委託期間

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

�正 誤

平成１７年４月１日付け第１６４６号愛媛県告示第７６４号（特約

業者の指定の取消し）中

を次のとおり完了する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更が許可されたので、愛媛県証紙条例施行規則（昭和３９年愛媛県

規則第４２号）第５条第６項の規定により告示する。

平成１７年５月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公営企業告示第５号
次のとおり落札者を決定した。

平成１７年５月２４日

愛媛県立中央病院長 藤 井 靖 久

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 完了年月日

西 予 市 市 道 古市土居線
西予市城川町古市３３２０番４から

同町土居２３８５番２まで
改 築 平成１７年３月２８日

指定

番号

売 り さ ば き 人 変 更 事 項 変更許可

年 月 日住 所 氏 名 又 は 名 称 新 旧

双第
１号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 売りさばき所
伊予市双海町上灘甲５７１２番地４
伊予銀行上灘支店

売りさばき所
伊予郡双海町大字上灘甲５７１２番地
４
伊予銀行上灘支店

平成１７年
４月１日

伊第
１５号

松山市南堀端町１番地 株式会社伊予銀行 売りさばき所
伊予市中山町中山丑３６４番地の１
伊予銀行中山支店

売りさばき所
伊予郡中山町大字中山丑３６４番地
の１
伊予銀行中山支店

平成１７年
４月１日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立中央病院清掃業務 一式
愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１７年３月２８日
株式会社西村商事
愛媛県松山市三番町
一丁目１１番地３

８７，８２２，０００円 一般競争入札 平成１７年２月１７日

重油（ＪＩＳ Ｋ２２０５１種２号）
約７００，０００リットル

愛媛県立中央病院
愛媛県松山市春日
町８３番地

平成１７年３月２８日
三原産業株式会社
愛媛県宇和島市寿町
二丁目９番１２号

４０．８４５円 一般競争入札 平成１７年２月１７日
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